
新たに事務委任の対象とする 
経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 

資料４（別紙１） 



新たに事務委任の対象とする経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 
委任業務（ガス小売事業者関係） 

ガス小売事業の登録（第3条） 
ガス小売事業の事前変更登録（整備等政令第34条第2項） 
ガス小売事業の変更登録（第7条第1項） 
ガス小売事業の登録取消し（第10条第1項） 
ガス小売事業の供給計画の変更の勧告（第19条第3項） 
ガス小売事業の供給計画の実施の勧告（第19条第4項） 
業務改善命令（事業運営）（第20条第1項） 
業務改善命令（供給条件の説明等）（第20条第2項） 
業務改善命令（苦情等の処理）（第20条第3項） 

※条文番号は、明示したものを除き、新ガス事業法のもの 
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委任業務（一般ガス導管事業者関係） 
一般ガス導管事業の許可（第35条） 
供給区域の変更の許可（第40条第1項） 
ガス工作物の変更に係る届出の変更・中止命令（第41条第5項） 
事業譲渡等の認可（第42条第1項・第2項） 
事業休廃止許可（第44条第1項） 
一般ガス導管事業者の法人の解散の決議・総社員の同意の認可（第44条第2項） 
一般ガス導管事業者の供給区域の減少の処分（第46条第2項） 
託送供給約款の設定・変更の認可（第48条第1項・第2項） 
託送供給約款の制定不要承認（第48条第1項ただし書） 
託送供給約款の特例認可（第48条第3項ただし書） 
託送供給約款の変更命令（値下げ届出時等）（第48条第7項） 
託送供給約款の変更命令（他の法律による値上げ届出時）（第48条第12項） 
承認一般ガス導管事業者の託送供給条件の変更命令（第49条第3項） 
承認一般ガス導管事業者の託送供給契約締結命令（第49条第4項） 
託送供給約款の変更認可申請命令（第50条第1項） 
託送供給約款の変更の処分（第50条第2項） 

６ 新たに事務委任の対象とする経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 
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※条文番号は、新ガス事業法のもの 



委任業務（一般ガス導管事業者関係） 
最終保障供給の特例承認（第51条第2項ただし書） 
最終保障供給約款の変更命令（第51条第3項） 
禁止行為停止変更命令（第54条第2項） 
利益阻害性判断による変更中止命令（第55条第5項・第8項） 
一般ガス導管事業の供給計画の変更の勧告（第56条第4項） 
一般ガス導管事業の供給計画の実施の勧告（第56条第5項） 
業務改善命令（事業運営）（第57条第1項） 
業務改善命令（苦情等の処理）（第57条第2項） 
供給区域の調整等の勧告（第58条） 
減価償却等の命令（第60条） 

７ 

※条文番号は、新ガス事業法のもの 

新たに事務委任の対象とする経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 
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委任業務（特定ガス導管事業者関係） 
利益阻害性判断による変更中止命令（第72条第5項・第8項） 
託送供給約款の制定不要承認（第76条第1項ただし書） 

託送供給約款の特例承認（第76条第3項ただし書） 
託送供給約款の変更命令（第76条第4項） 
承認特定ガス導管事業者の託送供給条件の変更命令（第77条第3項） 
承認特定ガス導管事業者の託送供給契約締結命令（第77条第4項） 
禁止行為停止変更命令（第80条第2項） 
特定ガス導管事業の供給計画の変更の勧告（第81条第4項） 
特定ガス導管事業の供給計画の実施の勧告（第81条第5項） 
業務改善命令（第82条） 

８ 

※条文番号は、新ガス事業法のもの 

新たに事務委任の対象とする経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 

委任業務（ガス製造事業者関係） 
業務改善命令（第94条） 

5 



委任業務（旧一般ガスみなしガス小売事業者関係） 
指定旧供給区域等の指定の解除（第22条第2項） 
指定旧供給区域等の変更許可（第23条第1項） 
指定旧供給区域等小売供給の譲渡等の認可（旧ガス事業法第10条第1項・第2項） 
指定旧供給区域等小売供給の休廃止許可（旧ガス事業法第13条第1項） 
旧一般ガスみなしガス小売事業者の法人の解散の決議・総社員の同意の認可（旧ガス事業法第13条第2項） 
指定旧供給区域等の減少の処分（旧ガス事業法第15条第2項） 
指定旧供給区域等小売供給約款の変更命令（値下げ届出時等）（旧ガス事業法第17条第5項） 
指定旧供給区域等小売供給約款の変更命令（他の法律による値上げ届出時）（旧ガス事業法第17条第10項） 
指定旧供給区域等小売供給約款の変更認可申請命令（旧ガス事業法第18条第1項） 
指定旧供給区域等小売供給約款の変更の処分（旧ガス事業法第18条第2項） 
指定旧供給区域等小売供給約款の特例認可（旧ガス事業法第20条ただし書） 
指定旧供給区域等小売供給約款の設定・変更の認可（第24条第1項） 
旧認可供給条件の承認（第25条） 

※条文番号は、改正法附則のもの 
 ただし、「旧ガス事業法」とは、改正法附則第22条第4項によりなお効力を有する旧ガス事業法をいう。 

新たに事務委任の対象とする経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 
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委任業務（旧簡易ガスみなしガス小売事業者関係） 
指定旧供給地点の指定の解除（第28条第2項） 
指定旧供給地点の変更許可（第29条第1項） 
指定旧供給地点小売供給約款の特例認可（旧ガス事業法第37条の6の2ただし書） 
指定旧供給地点小売供給の譲渡等の認可（旧ガス事業法第37条の7第1項が準用する第10条第1項・第2項） 
指定旧供給地点小売供給の休廃止の許可（旧ガス事業法第37条の7第1項が準用する第13条第1項） 
旧簡易ガスみなしガス小売事業者の法人の解散の決議・総社員の同意の認可（旧ガス事業法第37条の7第1項が準用する第13条第
2項） 
旧簡易ガスみなしガス小売事業者の登録の取消し（旧ガス事業法第37条の7第1項が準用する第14条第2項） 
指定旧供給地点の減少の処分（旧ガス事業法第37条の7第1項が準用する第15条第2項） 
指定旧供給地点小売供給約款の変更命令（値下げ届出時等）（旧ガス事業法第37条の7第1項が準用する第17条第5項） 
指定旧供給地点小売供給約款の変更命令（他の法律による値上げ届出時）（旧ガス事業法第37条の7第1項が準用する第17条
第10項） 
指定旧供給地点小売供給約款の変更認可申請命令（旧ガス事業法第37条の7第1項が準用する第18条第1項） 

指定旧供給地点小売供給約款の変更の処分（旧ガス事業法第37条の7第1項が準用する第18条第2項） 

指定旧供給地点小売供給約款の設定・変更の認可（第30条第1項） 

旧認可供給条件の承認（第31条） 
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※条文番号は、改正法附則のもの 
 ただし、「旧ガス事業法」とは、改正法附則第28条第4項によりなお効力を有する旧ガス事業法をいう。 

新たに事務委任の対象とする経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 
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【参考】現在事務委任の対象とされているガス事業法等に基づく 
経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 



委任業務（一般ガス事業者関係） 
一般ガス事業の許可（第3条） 
供給区域並びに供給地点群ごとに供給地点及びその数の変更の許可（第8条第1項） 
ガス工作物の変更に係る届出の変更・中止命令（第９条第5項） 
事業譲渡等の認可（第10条第1項・第2項） 
事業の休廃止許可（第13条第1項） 
法人の解散の決議・総社員の同意の認可（第13条第2項） 
供給区域又は供給地点の減少の処分（第15条第2項） 
供給約款の設定・変更の認可（第17条第1項） 
供給約款の変更命令（値下げ届出時等）（第17条第5項） 
供給約款の変更命令（他の法律による値上げ届出時）（第17条第10項） 
選択約款の変更命令（第17条第13項） 
供給約款の変更認可申請命令（第18条第1項） 
供給約款の変更の処分（第18条第2項） 
供給約款又は選択約款の特例認可（第20条ただし書） 
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【参考】現在事務委任の対象とされている経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 

※条文番号は、現行ガス事業法のもの 



７ 
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【参考】現在事務委任の対象とされている経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 

※条文番号は、現行ガス事業法のもの 

委任業務（一般ガス事業者関係） 
託送供給約款の制定不要承認（第22条第1項ただし書） 
託送供給約款の特例承認（第22条第3項） 
託送供給約款の変更命令（第22条第4項） 
託送供給実施命令（第22条第6項） 
承認一般ガス事業者の託送供給条件の変更命令（第22条の2第3項） 
承認一般ガス事業者に対する託送供給実施命令（第22条の2第4項） 
承認一般ガス事業者に対する託送供給契約締結命令（第22条の2第5項） 
禁止行為停止変更命令（第22条の4第2項） 
一般ガス事業者が行うガス導管事業の実施に係る届出の変更・中止命令（第22条の5第5項・第8項） 
一般ガス事業者が行う大口供給に係る届出の変更・中止命令（第23条第4項） 
供給計画の変更勧告（第25条第4項） 
供給計画の実施勧告（第25条第5項） 
業務改善命令（ガスの供給の業務の方法）（第25条の2第1項） 
業務改善命令（大口供給に係る事業の運営）（第25条の2第2項） 
供給区域の調整等の勧告（第25条の3） 
減価償却等の命令（第27条） 



委任業務（簡易ガス事業者関係） 
簡易ガス事業の許可（第37条の2） 
供給約款又は選択約款の特例認可（第37条の6の2ただし書） 
供給地点及びその数の変更の許可（第37条の7第1項が準用する第8条第1項） 
ガス工作物の変更に係る届出の変更・中止命令（第37条の7第1項が準用する第９条第5項） 
事業譲渡等の認可（第37条の7第1項が準用する第10条第1項・第2項） 
事業の休廃止許可（第37条の7第1項が準用する第13条第1項） 
法人の解散の決議・総社員の同意の認可（第37条の7第1項が準用する第13条第2項） 
供給地点の減少の処分（第37条の7第1項が準用する第15条第2項） 
供給約款の設定・変更の認可（第37条の7第1項が準用する第17条第1項） 
供給約款の変更命令（値下げ届出時等）（第37条の7第1項が準用する第17条第5項） 

供給約款の変更命令（他の法律による値上げ届出時）（第37条の7第1項が準用する第17条第10項） 

選択約款の変更命令（第37条の7第1項が準用する第17条第13項） 

供給約款の変更認可申請命令（第37条の7第1項が準用する第18条第1項） 

供給約款の変更の処分（第37条の7第1項が準用する第18条第2項） 

業務改善命令（ガスの供給の業務の方法）（第37条の7第1項が準用する第25条の2第1項） 
業務改善命令（特定ガス大口供給に係る事業の運営）（第37条の7第1項が準用する第25条の2第2項） 

８ 
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【参考】現在事務委任の対象とされている経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 

※条文番号は、現行ガス事業法のもの 



委任業務（ガス導管事業者関係） 
ガス導管事業に係る届出の変更・中止命令（第37条の7の2第5項・第8項） 
ガス導管事業者が行う大口供給に係る届出の変更・中止命令（第37条の7の3第4項） 
託送供給約款の制定不要承認（第37条の8が準用する第22条第1項ただし書） 
特別な事情がある場合における託送供給条件の承認（第37条の8が準用する第22条第3項） 
託送供給約款の変更命令（第37条の8が準用する第22条第4項） 
託送供給実施命令（第37条の8が準用する第22条第6項） 
承認ガス導管事業者の託送供給条件の変更命令（第37条の8が準用する第22条の2第3項） 
承認ガス導管事業者に対する託送供給実施命令（第37条の8が準用する第22条の2第4項） 
承認ガス導管事業者に対する託送供給契約締結命令（第37条の8が準用する第22条の2第5項） 
禁止行為停止変更命令（第37条の8が準用する第22条の4第2項） 

業務改善命令（第37条の8が準用する第25条の2第1項） 
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【参考】現在事務委任の対象とされている経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 

※条文番号は、現行ガス事業法のもの 

委任業務（大口ガス事業者関係） 
大口ガス事業に係る届出の変更・中止命令（第37条の9第2項が準用する第37条の7の3第4項） 
業務改善命令（第37条の10が準用する第25条の2第1項） 



委任業務（改正法附則に基づくガス小売全面自由化の準備に係るもの） 
ガス小売事業の事前登録（第16条第2項） 

託送供給約款の設定の事前認可（第18条第1項本文） 

託送供給約款の制定不要事前承認（第18条第1項ただし書） 

託送供給約款の特例事前認可（第18条第4項） 

最終保障供給約款の変更命令（第19条第2項） 
最終保障供給約款の特例事前承認（第19条第4項） 
指定旧供給区域等の指定（第22条第1項） 
指定旧供給区域等小売供給約款の設定の事前認可（第26条第1項） 
指定旧供給区域等小売供給約款の特例事前認可（第26条第4項） 
指定旧供給地点の指定（第28条第1項） 
指定旧供給地点小売供給約款の設定の事前認可（第32条第1項） 

指定旧供給地点小売供給約款の特例事前認可（第32条第4項） 
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【参考】現在事務委任の対象とされている経済産業大臣の委員会への意見聴取の対象権限 

※条文番号は、改正法附則のもの 
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